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あんしん医療制度研究会中間報告の概要  

～京都府民が安心できる医療制度の構築に向けて～  

1．調査研究の目的  

都道府県は保健医療政策全般に責任を有するが、効果的には遂行しにくい現状。  

鱒横盾∴郎欽拶屠をテ」チのスj印輝彦宇遜るこ皐  

イ・∴解慮豹聯と  

ウ．虜いl・錐冴にあ右肩野村厚保への厨与力傾彫で虚名こと   

こうした状況を踏まえ、府民の健康確保に必要な医療サービスを将来にわた  

り安定的に提供できる制度の構築に資するよう、京都府内の疾病構造や医療資  

源、市町村国保の保険財政等たっいて調査分析し、あわせて都道府県の保健医  

療政策をより効果的にするための方策について検討。  

2．分析結果の概要  

（1）京都府内の疾病構造及び医療資源   

①地域ごとの疾病構造の特徴  

医療計画に定めるがん（胃がんt肺がんt肝がん一大腸がん・乳がん）、脳卒  

中■、急性心筋梗塞等の死亡率を地域ごとに分析。  

がんは、男女とも肝がんの死亡率が顕著に高いほかは低い傾向。脳  丹後医療圏   

卒中は低い傾向。急性心筋梗塞は特に男性で低い。  

中丹医療圏  がんは、男性で肺がん、女性で肝がんが高いほかは、全体的に低い。  

脳卒中は男女ともおおむね平均的。急性心筋梗塞は男性が比較的低い。  

南丹医療圏  がん、脳卒中とも全般的に死亡率は低めもしくは平均的。男性の急  

性心筋梗塞は高い傾向。  
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がんは、男性はおおむね平均的で女性はいずれも平均以上。  京都・乙訓医療圏   

脳卒中は男女とも平均以下。急性心筋梗塞は、特に女性で低い。  

がんは男女とも平均的。脳卒中及び急性心筋梗塞は、■男女とも非  山城北医療圏  

常に低い。  

がんは部位によって差が大きく、肺がんは男女とも高い。脳卒中   山城南医療圏  

の死亡率は特に男性で低い。急性心筋梗塞の死亡率は特に女性で高い。  

②医療圏を越えた患者の受診行動  

国保、協会けんぽ、後期高齢者医療のレセプトデータを用いて、疾．病ご七に患  

者の動きをマクロ的に分析。  

■．匡軋居住する市示村内の医療機関にかかる割合→外来55．9％、入院32．0％  

一匹卜芦がん及び大野がんは、患者の移動が 

が分散する傾向。肺がん、肝がん及び乳がんは、患者が広範囲を移動しており、   

拠点となりうる病院が集中する傾向。緊急的医療でないことや医療資源の蓄積を   

必要とすること等を踏まえつつ、必要な拠点整備などを進める、べき。  

全体的に患者の移動が多いが、比較的多くの医療機関で治療を実施。ニ  脳卒中   

次医療圏単位で見て、保健医療計画で定める急性期医療を担う基準を満たす医療  

機関が所在しない地域もあり、今後の対応が求められる。・  

急性心筋梗塞  脳卒中と比較すると患者の移動は少ないが、一部の医療機関に患  

者が集中する傾向がある。全ての二次医療圏に急性期医療を担う基準を満たす医  

療機関が所在しているが、30分以内にアクセスできない地域もー部残る。  

（2）市町村国保の状況   

の全体の状況  

・市町村国保は、他の保険者に属さないものすべてが加入する国民皆保険制度の  

「最後の砦」として、府民にとって重要なセーフティネット。  

一様々な財政支援措置の拡充や後期高齢者医療制度の創設等があったものの、現  

在，市町村国保の運嘗は非常に厳しい状況。  

→府何仰の財政就労  東署赤字の虎膠着野 上押〔全勝の乃タ％ノ  

好一脚からの鰍ガ等■を尉  
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（背景）   

→摩叢書申膚頗倉倒釘付〟卒→〝／タ率ノ 

T百官芳一農村水産薯  ♂7J％→旭2％  

－庶」膠着  尻♂％一→∂吉イ％  

一薪j己好・小虜揮事業屏労彪着  用タ％→J㍑β％  

→屠傍屏得がをい鱈者の厨合後屈ノ  路β％ 仔〝辛ノ →27イ％ 伊／タ卒ノ  

→7人苫たグ尿靡潜在者酌ノ   ／Zイ方揮聞手ノ→∠2イ方仔仰／タ卒ノ  

②保険料の格差  

・市町村ごとに保険料水準が異なり、同一の所得であっても住んでいる市町村に  

よって保険料負担に大きな差。  

→ぎ榔ごとの脚厨の富  

美席上子好2人の云人世茅仲屏得ノ   7．βぼ  

鯵密度の差を戯ぎLrる 7．針仔  

高齢2人ぎ夢（基拶年金のみノ  g．針好  

男膠膚度の苫を」務碧Lrる 2．6腰  

将来の保険料推計  

・2025年の保険料水準を推計。保険料はますます上昇し、市町村間の保険料格差   

も改善されないとの試算結果。  

→7人望たり脚修療ガノ ノ♂方1甲仰夕卒ノ →／／．夕方仔仰7牟ノ   

→好摩穎彗／ごとめ原隊料好の善  

房穿と子併2人（ク4人世夢「申ノ所得ノ  2．2好  

摩繍の屋を一評者Lr卓 2．β仔  

3．都道府県の保健医療政策についての検討  

（1）医療の確保に向けた取組   

医療資源の分析で見られた課題について医療計画の改定の際に具体的な対鱒策を   

描いていくなどの他、医療の確保に向けた実効ある取組を進めるため、政策手段の   

強化を図るべき。  
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・人材確保対策：臨床研修について都道府県を含めた地域の関係者が関与する方式   

とする。地域の自助努力が反映されないような臨床研修制度は、すぐに改めるべき。   

地方の医療機関の経営を支える診療報酬の水準とすべき。  

・医療機関の整備：地域の実情を踏まえて柔軟に行えるよう、拠点病院の指定権限   

や施設整備補助の財源を都道申県に移譲する。  

・保険医療機由の指定等：都道府県に権限を移すことで、効率的な保険医療機関碍   

F導を行う。  

イ2）医療に関する情報の提供  

府民が信頼できる情報を得られるよう、行政が、よろずネット等を活用して的確   

で質の高い情報提供に努めるべき。  

健事業の   

保健事業は、地域の疾病構造や資源などを把握し、また健康増進法に基づく保健  

事業なども担っている市町村が中心となるべき。  

く射 レセプトデータ等を都道府県で集約する仕組み   

医療保険及び介護保険の各保険者が、共通の様式により定期的に都道府県にレセ   

プトデータ等を提出する仕組みとすべき。  

4．市町村国保の見直し  

（1）市町村国保の見直しの趣旨  

・国保の加入世帯は大きく変化し、現在は無職者や非正規労働者が中心。府民が安   

心して医療を受けるための基本的なセーフティネットとして再構築が必要。   

■ナショナルミニマヰとして、国が責任を持って安定的な制度を構築し、給付費に   

対する国庫負担割合の引上げ等により必要な財源確保に努めることが必要。  

・保健医療政策について重要な役割を担う都道府県が、政策全般について相琴効果   

を上げるためにも、医療保険についても都道府県が一定の責任を果たすべき。  

市町村国保を都道府県単位で一元化し、都道府県が積極的に関わっていくべき  
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（2）見摩しの基本理念   

①保険財政の安定化  

②効率的・効果的な保険運営と患者の立場に立った医療の質の向上   

③保険料格差の是正   

④住民の理解  

【保険者案】  

A案一都道府県（一定の事務は市町村）  

B案一都道府県と市町村による広域連合（一定の事務は市町村）  

【制度案】  

市町村別方式  

→ 一つの都道府県内をカバーする単一の保険者を設けつつ、各市町村単位で   

収支を均衡させることで、市町村の自立的な運営を錐持する方式。  

全体一律方式  

→ 一つの都道府県内をカバーする単一の保険者を設け、保険料設定などの制   

度運営は基本的に都道府県単位で統一する方式。  

ブロック別方式  

→’一つの都道府県内をカバーする単一の保険者を設けつつ」■医療提供体制の   

状況が同程度となるブロック（例えば二次医療圏）ごとに収支を均衡させ  

る方式。  
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年齢階級別1人当たり医療費（平成19年度）（医療保険制度分）  

1人当たり医療責を年齢階級別にみると、年齢とともに高くなり、70歳代までは外来（入院  
外＋調剤）の割合が高いが」80歳代になると入院（入院＋食事療養）の割合が高くなる。  

（医療糞計）  
（医科医療費）  

（歳） 

85一  95．7  ゝ十二37％∴■   l  

80－84  83．8 」・．‘■149％∴・     l  

て5－79  73．3  
i■ニー予：■55％ 

】  

70－74  59．7  5白％ l  

65－69  43．6  58％ l   

60－64  33．3   郎細朋紺∴61％  l  

55－59  

50－54  
ロ入院外＋調剤  

45－・49   
ロ入院＋食事・生活療養  

40－44  12．7   

35－39  10，6   

30－34  9．4   

25－29  8．5  

20－24  6．6   

15－19  5．7   

10－14  6．8   

5－9  乱0   

0－・4  19．6  訝鍋■6卵l   

0  20  40  60   80  100  120  0  10  20  30  40  50  60  70  80  

（万円）  

※政管健保、健保組合、船保、共済、国保の各事業状況報告、「医療給付受給考状況調査報告」（社会保険庁）、  

「国民健康保険医療給付実態調査報告」（厚生労働省保険局）等より作成  
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年齢階級別1人当たり医療費（平成19年度）‾（政管健保、市町村国保）  

（政管健保）・  （市町村国保）※退職を含む  

85－  85－－  

80－84  80－・84  

75－79  72．8  75t79  73．7   

70－74  62．5  70－74   59．5  

65－69  40．4  65－69   44．7   

60－64  28．9   80－64   36．4  

55－59   55－・59  30．1   

50－54  50－54  24．2   

45－49  14，3   45－49  21．3   

40－44  11．5   40－44  1丁．2   

35－39  9．8   35－39  13．9   

30－34  8．9   30－34  11．2   

25－29  8．8   25－29  ・8■．6   

20－24  6．5   20－24  7．0   

15－19  5．9   15－19  6．2   

10－14  6．8   10－14  7．2   

5－9  9．3   5－9   

0－4  20．4   0－4   18．9   

司  

0  20  40  60  80  100  120  
（万円）   

120  
（万円）  

0  20  40  60  80  100  

※政管健保、国嘩の各事業状況報告、「医療給付受給者状況調査報告」（社会保険庁）、  

「国民健康保険医療給付実態調査報告」（厚生労働省保険局）等より作成  
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平成21年度全国健康保険協会都道府県単位保険料率等について  

医療給付費についての  加入者の   調整（b）  加入者1人当たり  医療飴付貴についての  所要保険料率  保険料率  

明電前の所要保脚申（％）   平均年齢  総報酬頗  
（平成21年虔見  年齢調琴  所得調整   （平成之1年】監見込  納整後の所要焦妓料率   

（％）  （激変繹和 置）  

（％）   

措後  
（a）   込み）（歳）   （％）  み）（円）   （a＋b）  （a＋b＋3．59）  （％）   

全国計   4．61   35．9  2，175．407   4．61   8．20   820   

1北海道   5．79   37．2   ▲0．12  ▲0．50   1．961．659   5＿16  8．75   8．26   

2 青 森   5．80   a5．9   0．03  ▲1．13   1．745．710   4．69   臥29   8．21   

3，岩 手   5．58   36．5   ▲0．15   ▲0．！ほ   l．了g2β47   4．44   8．03   臥18   

4 宮 城   5．07   ∂5．9   ▲0．01   ▲P．51   1，958．058   4．55  し  臥14   8．19   

5秋田  37．3   ▲0．28  ▲0．89   1．823，245   4．72   8．32   臥21  

6山形   5．04  36．1   ▲0．07  ．▲0．61   1，920．330   4．36   7．96   8．18  
7 福 島   5．16   35．6   0．01   ▲0．60   1，9Z5，964   4．57   8．16   8．20   

8 茨 城   4．23   35．6   0．07   0．07   乙208．360   4．36   7．96   臥18   

9 栃 木   4．37   35．7   0．04   0．03   2，191，062   4．44   8．03   8．18   

10 群．馬   4．41   35．9   ▲0．03  ▲003   2，161．192   435   794   8．17   

11 埼 玉   4．08   36．1   ▲0．04   0．28   2，313．652   4．32   7．91   8．17   
12 千 葉   4．20   36．7   ▲0．11   0．24   2．293．370   4．33   7．92   8．1了   

13 東 京   3．61   36．9   ▲0．03   0．87   2．680．261   4．45   8．04   8．18   

14 神奈川   3．99   36．6   ▲0．07   0．61   2，505，579   4．53   8．12   8．19   

15 新 潟   4．80   36．3   ▲0．09  ▲0．3了   2．011．889   ヰ．33   7．92   8．18   

1古 書 山   4．44   ゴ岳二占H   ▲0．13   0． 2．261，359   4．49   8．08   8．19   

17 石 川   4．69   35．8   ▲0．01   0．07   2，208．557   4．75   8．35   8．21   

18 福 井   4．60   35．8   ▲0．04   0．02   2．柑3．070   4．58   8．17   8．20   

19 山 梨   4．44   ・8   ▲0．03   ▲0．08   2，139．891   4．33   7．92   8．17   

20 長 野   4 36．0   ▲0．06   ▲007   Z1443了4   4．09   了68   8．15   

21岐 阜   ． 

35．8   ▲0．04  ▲0．02   2．166．82a   4．51   8、10   8．1   

22 静 岡   4．01   36．1   ▲0．03   0．31   2，330．138   4．28   7．88   8．17   

23 愛知   3．99   35．2   0．09   0．42   2－395．759   4．50   8、10   臥19   

24 三 重   4．39   35．8   ▲0．01   0．08   2，213．3了5   4．48   8．05   8．19   

25 滋 寛   4．38   35．3   0．03   0．04   2，195，177   4．45   8．04   8．18   

26 京 都   4．38   35．8   0．01   0．12   2．234．782   4．51   8．10   白：19   

2了 大 阪   4．51   35．5   0．04   0．21   2．277．579   4．76   8．35   8．22   

28 兵 庫   4、57   35．6   q．04   0．04   2．194．666   4．65   8．24   8．20   

29 奉 良   5．14   35．8   ▲0．08  ▲0．34   2，825．之09   4．71   8．31   8．21   

30 和歌山   5．19   35．2   0．10  ‘▲0．54   1．946，652   4，75   8．34   臥21   

31 鳥 取   5．36   36．0   ▲0．05  ▲0．69   1，891．180   4．62   8．21   8．20   
32 島 根   5．30   36．0   ▲0．11   ▲0．54   1．948．824   4．65   臥25   臥21   

33 岡 山   4．92   35．4   0．01   ▲0．16   乙100．223   4．77   8．36   8．22   

34 広 島   4．84   35．5   0．04  ▲0．06   2．149．280   4．83   8，43   8．22   

旦蔓．山 口   5．10   36．8   ▲0．13   ▲0．20   2．085，153   4．78   8．37   8．22   

36 徳 島   5．58   ▲0．07   ▲0．49   1．967．692   5．02   8．62   8．24   

37 香 川   5．21   35．9   ▲0．04  ▲0．25   2．06ユ，65了   4．92   8．51   8．23   

38 愛 媛   4．91   35．2   0．12  ▲0．49   1，966．926   4．55   8．14   8．19   

39 高 知   5．18   35．8   ▲0．00  ▲0．46   1，977．563   ヰ．72   8．31   8．21   

40 福 岡   5．23   35．5   0：07  ▲031   2．038．852   499   8．58   824   

4j 佐 賀   5．85   5由一   0．02  ▲0．78   1．860，426   5．09   8．68   8．25   

42 長 崎   5．60   35．3   0，11   ▲0．91   1．816．之84   4．80   8．39   8．22   

43 熊 本   5．48   35．2   0．09   ▲0．74   1，875，579   4．83   8．42   8．23   

44 大 分   5．59   36．0   ▲0．05  ▲0．69   1．890，655   4．85   8、44   8．23   

35．2   や5．宮 崎  0．08  ▲0．90   1．821，283   4．64   8．24   8．20   

46 鹿児島  34．9   0．17  ▲0．90   1，819，124   4．了了   8．36   8．22   
47 沖 縄   6．04   32．5 0．51   ▲1．99   1，519．484   4．56   8．15   8．20   

（注）・都道府県毎の医療給付費に係る保険料率に、傷病手当金等の現金給付責（0．43％）、後期高齢者支援金等（3．25％）、保健事業等（0．18％）、準備金の取  
崩し分（約1，550億円）（▲0．20％）、その他収入く▲0．07％）の合計の保険料率3．59％を全国一倖で加算。   

・特別の事情による額（原爆医療費及び療養担当手当に係る籠）は、医療給付費から控除され亡おり、全国一棒の保険料率に反映i   
・激変緩和措置後の保険料率は、激変緩和措置として、全国平均保険料率に、当該都道府県の所要保険料率と全国平均保険料率との差の10分の1を加えた率  
としているほか、支部の保健事業の上乗せ等の特別計上の経費がある場合には、当該保険料率を加えている。   

・加入者の平均年齢は、平成21年度の都道府県単位保険料率の算虐に用いる基礎データ（平成21年虔の見込み）から推計したもの。   

・加入者1人当たりの綺報軌竜削ま、総報酬籠の平成21年度見込みに予定保険料納付率（99．5％）を乗じたものを、加入者数（年間平均）の平成21年度見込みを  
除したもの。   



国民健康保険 都道府県別加入者の状況  

平均年齢  
加入者1人当たり咽ただし書  加入者1人当たり  

（75歳以上除く）  
方式による課税標準額   保険料調定額  

（平成18年）   （平成19年度）   

歳   千円   円  

！全  国  49．0   712．605   78．113   

北■海 道   50．4   558，356   81，373   
青  森   48．8   444，127   71．136   
岩   手   51．5   464，361   68，739   
宮  城   48．寧   596，120   了8，294   

秋  田   52．9   440，458   70，473   
山  形   51．4   505．937   74，342   
福  島   49．6   508，423   73，511   
茨  城 47．3   650．015   77，617   
栃  木   4了．9   659，272   86，566   
群  馬   48．2   629，424   79．022   
埼  玉   48．5   糾8，258   82，001   
千  葉   48．7   813，847   ．82，217   

東  47．1   1．146，602   ；77，336   

神 奈 川   48．4   1，015，868   84，534   
新  潟   52．1   561，607   69，410   
富  山   54．0   631，268   79，411   
石  川   50．8   647，506   82．373   
福  井   51．0   618，068   77．211   
山  梨   48．1   625，947   78，293   
長  野   50．3   595，610   68，620   
岐  阜   49．1   705，664   79，253   
静  岡   49．9   847，983   81，751   
愛  知   48．7   897．752   83，783   

重   50．5   647，618   78，一拍2   

滋  賀   49．0   767，826   78，788   
京  都   49．5   631，680   78，377   
大  阪   47．8   646．459   85，087   
兵 庫   49．8   656，179   80．986   
奈  良   49．5   649，544   80．047   
和 歌 山   49．2   473，404   71，838   
鳥  取   51．1   486，245   71，661   
島  根   53．9   506．873   69．834   
岡  山   51．3   563．570   77．806   
広  島   51．3   656．001   73，560   
山  口   53．3   556，849   77，713   
徳   島   51．0   455，621   75．218   
香  川   51．さ   569，604   75，165   
愛   媛   50．9   473．061   67，651   
高 知   50．了   448．239   72，707   
福  岡 48．6   555，153   76．953   
佐  賀   48．9   504，207   77．147   
長  崎   49．3   456，578   70．273   
熊  本   49．0   480，322   72，382   
大  分   51．6   457．849   70，564   
宮  崎   49．1   460．755   68，733   
鹿 児 島   50．2   408，6了0   62．232   
沖  縄   4112   ∵∵405．775   立53，即6   
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※1．国民健康保険事業月報（平成21年3月）、平鹿19年度国民健康保険実態調査を基に作成  

※2「被保険者1人当たり保険料調定額」は医療給付分に係る保険料調定額である。   

（調定額とは、保険者が決定した金額である。）  

※3 国保組合は含まれていない。   



後期高齢者医療制度の調整交付金について  

給付費総額甲1／12（ただし、現役並み所得者に係る給付費は除く。）  

うち 普通調整交付金：特別調整交付金＝9：1  

①普通調整交付金■1・被保険者に係る所得の格差による広域連合間め財政の不均衡を是正  

交付の結果、同じ医療費水準であれば、広域連合の所得水準⊆  
かかわらず、同働  已〉  

琴平均的な所得水準の保険者の普通調整交付金は約8％（平成20年度実績においては、約3％～約11％）  
各都道府県の平均年齢に格差は無い（平成20年10月時点81．2歳～82．3歳）ため、調整の必要はない。  

②特別調整交付金 … 災害その他の特別な事情を考慮して交付  
＜特別な事情＞  

・災害等による保険料の減免額、一部負担金の減免額が一定以上である場合  

・流行病、災害原因疾病、地域的特殊疾病に係る額が一定以上である場合  

・原爆被爆者に係る医療費の額が一定以上である場合  

・療養担当手当に係る額がある場合  

・結核、精神の疾病に係る額が一定以上である場合  

・その他特別な事情がある場合  

く平均的な所得水準の保険者〉  

保険料  公費  

く所得水準の最も低い保険者〉  
保険料  公費  

〈所得水準の最も高い保険者〉  
保険料  公費  

1 

保険料・ 
・％ラ 調鞋交付金  

（約8％）  
い1、「－． 応益二保険料  

（5％） 

定率国庫負壬邑  
（26％）   

軍援金  
（40％）  

都；善府娼，負i且  
（8％）  

市町木す負担  
（8％）  

1  

I  

1  

応能保険料   調盤x付企  
（約11％）   

応益保l‡兵科  

（5％）  

定率匡l庫負ま且  
（26％）   

支援金  
（40％）  

都道府県負］且   
（8％）  

市町本寸負壬邑  
（8％）   

1  

I  

1  

応龍一宋険料   

応益保険料  ニ周箋整交付金（約3％）  

（5％）  

走率匡】庫負‡旦  
（26％）   

支援金  
（40％）  

都道府県負ヨ旦  
（8％）  

市町村負壬且  
（8％）  

－8Z－  



堂本委員ご依頼資料  
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被二俣険書  

75歳以上の方  

65歳から74歳で一定の障害がある方  

（本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方）  

保険料の納め方  

◎月額1万5千円以上の年金をもらっている方は、次の   
いずれかの方法により、保険料をお支払いいキだきます。   

①2か月ごとに払われる年金からのお支払い。  

※ただし、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料を合計して、  

年金額甲半分を超える場合、納付書又は口座振替でお支払いい  

ただきます。   

②被保険者ご本人、世帯主ヾ配偶者等の方の口座からの   
「口座振替」によるお支払い。  

※市町村の窓口でのお手続きが必要です。  

※平成21年度から、原則として、すべての方が「口座振替」に  
よるお支払いを選択できます。  

※世帯主、配偶者等の口座からのお支払いに変更した場合、  

これらの方の社会保険料控除となることによって、世帯としての  

所得税・住民税は減額となる場合があります。  

75歳以上の高齢者の方などを対象とした   

「後瀬高齢者医療制度」が、  

平成20年4月から施行されています。  

◎月額1万5千円未満の年金をもらっている方は、納付書   
又は口座振替でお支払いいただきます。  

2   
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医療費の負担   保＼険牲額   

原則として、若い世代よりも軽い1割の負担で、  

病院などで医療が受lナられます。  
お一人おひとりに、所得に応じ、公平に保険料をご負担  

いただきます。  
病院等での利用者負担   

後期高齢者医療制度の被保険者   1割  （注）   

若い世代   3割   
（注）若い世代並み  に所得のある方  は3割   

保険料＝一人当たりの定額の保険料＋所得に応じた保険料  

＜均等割＞  ＜所得割＞  

上記による利用者負担の金額が高くなった場合、  

下記の限度額（月額）を超える額が払い戻されます。  
◎所得が少ない方は、次のとおり保険料が軽減されます。   

＜均等割＞世帯の所得に応じ9割、8．5割、5割、2割を  

軽減   

※9割軽減は平成21年度から設けられています。  

病院等での利用者負担の限度額   

若い世代並みに所得のある方  
80，100円＋医療費の1％  

（外来44，4－00円）   

一般的な所福の方  44／400円L（外来12，000円）   

低所得  

の方   Ⅰ（所得無し）   15，000円（外来 8，000円）   
＜所得割＞住民税非課税のような所得の少ない方（年金  

収入で153万円から211万円まで）は、  

5割を軽減  

（注）・金額は1月当たりの世帯単位の限度額p外来は1月当たりの個人単位の限度額。  
イ若い世代並みに所得のある方」は、過去12ケ月間に3匡l以上利用者負担が限度額  
を超えている場合、4回目から限度額が「44，400円」となります。   

・「低所得の方Ⅰ（所得無し）」は、世帯全員が住民税の課税対象となる各種所得の金額  
がない方（年金収入のみの方の場合は年金受給額80万円以下）です。  

さらに医療保険と介護保険の利用者負担の合計額が高い場合，   
下記の限度額（年額）を超える額が払い戻されます。  ◎サラリーマンの夫やお子さんに扶養されていた方は、   

均等割の保険料は9割軽減され、所膚割のご負担は   

ありません。  

（全国平均で月額約350円）  

利白老負担の限度額   

若い世代並みに所得のある方  670，000円   

一般的な所得の方  560，000円   

低所得  310，000円  

の方   Ⅰ（所得無し）   190， 

（注）・金額は年間（前年8月から7月末）の世帯単位の限度額。   
・平成21年度は給付が行われる初年度のため、特例的な取扱いとして、平成20年  
4月から平成21年7月末までの16ケ月間の限度額も別途設定されています。  

4   
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均衡を図り、2年ごとに見直し  

－86－   




